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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基端部に入口開口部を有する管状のシースと、先端部に処置部が設けられた長尺状の処
置具本体とを備え、前記入口開口部を介して前記シースに前記処置具本体が進退可能に挿
通され、前記処置具本体を進退操作することにより、前記処置部が前記シースの先端から
出没するように構成される内視鏡用処置具において、
　鉗子栓が設けられた内視鏡に取付可能であり、前記入口開口部と前記鉗子栓とが略同一
直線上で互いに対向して配置されるように前記シースを保持する取付部を備えることを特
徴とする内視鏡用処置具。
【請求項２】
　前記取付部が、前記内視鏡に着脱可能に取り付けられる取付アダプタと、前記シースに
設けられて、前記シースを前記取付アダプタに着脱可能に取り付けるための取付部材とを
備えることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡用処置具。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡とともに用いられて、各種処置を行う内視鏡用処置具に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
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　近年、医療分野などにおいて、内視鏡によって観察画像を確認しながら各種処置を行う
内視鏡用処置具が利用されている。これら内視鏡用処置具の中には、基端部に入口開口部
を有する管状のシースと、異物を収容するためのバスケットが先端部に設けられた長尺状
の処置具本体とを備え、入口開口部を介してシースに処置具本体が進退可能に挿通され、
処置具本体を進退操作することにより、バスケットがシースの先端から出没するように構
成されたものが知られている（例えば、特許文献１参照。）。このバスケットは、シース
の先端から突出させると、シースの径方向外方に拡開し、一方、シース内に没入させると
きには、径方向内方に収縮するようになっている。
【０００３】
　ここで、それら内視鏡用処置具を用いて、例えば、胆管に詰まった胆石を回収する処置
を行う場合について、以下に説明する。
　まず、図１０（ａ）に示すように、内視鏡１０３の挿入部１０２を体腔内に挿入し、挿
入部１０２の先端部１０２ａが乳頭１０５の近傍に位置するように、挿入部１０２を送り
込む。それから、図１０（ｂ）に示すように、内視鏡１０３の手元側からシース１０４を
送り込み、先端部１０２ａからシース１０４を延ばしていく。そして、シース１０４を胆
管１０６に挿入させる。さらに、胆管１０６内に沿ってシース１０４を進行させていき、
シース１０４の先端部１０４ａが胆石１０７を超えた所定の地点で、シース１０４の進行
を停止させる。
【０００４】
　ここから、シース１０４を停止させたまま、図１０（ｃ）に示すように、処置具本体１
０８をシース１０４に対して進行させて、バスケット１０９を先端部１０４ａから突出さ
せる。すると、バスケット１０９が、シース１０４の径方向外方に拡開する。それから、
バスケット１０９が胆石１０７と一致する位置に配されるまで、図１０（ｄ）に示すよう
に、シース１０４とともにバスケット１０９を引き戻す。このとき、胆石１０７は、バス
ケット１０９内に配される。そして、シース１０４を停止させた状態で処置具本体１０８
を引っ張り、シース１０４に対して処置具本体１０８を退行させると、バスケット１０９
が、前記径方向内方に縮小して折り畳まれながら、シース１０４内に没入する。
【０００５】
　このとき、バスケット１０９内には、胆石１０７が配されていることから、バスケット
１０９は、完全にシース１０４に引き込まれることはなく、胆石１０７を先端部１０４ａ
にてバスケット１０９で把持した状態になる。この状態で、シース１０４を乳頭１０５か
ら引き抜くことで、胆管１０６に詰まった胆石１０７を胆管１０６から排出させることが
できる。
【０００６】
　しかし、例えば胆管１０６の途中に、その通路を塞ぐ狭窄部が形成されており、その狭
窄部の手前近傍に胆石１０７が詰まっているような場合には、胆石１０７の先にシース１
０４の先端部１０４ａを送り込み、かつ先端部１０４ａからバスケット１０９を突出させ
てバスケット１０９を拡開させるようなスペースが確保できないため、胆石１０７の回収
ができなくなってしまう。
　そこで、このようなときには、術者がシース１０４を引っ張り、それと同時に、介助者
がその引っ張り量と同量だけ処置具本体１０８を送り込む。すると、シース１０４と処置
具本体１０８とが互いに逆向きに相対移動し、これにより実質的にバスケット１０９を胆
管１０６の中の一定の位置に保ちながら、シース１０４のみが引き抜かれる。そのため、
先端部１０４ａの先のスペースが充分確保されていなくても、先端部１０４ａの置かれて
いる場所で、バスケット１０９を拡開させることができる。
【特許文献１】特開２０００－５１８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記のような術者と介助者との共同作業によると、引き抜き及び送り込
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みのタイミングや移動量を両者でほぼ一致させる必要があるため、各種処置が非常に困難
になってしまう。
【０００８】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、内視鏡を操作する術者と介
助者との共同作業を必要とせず、術者による一人作業によって、体腔内の種々の状況に応
じて、迅速かつ容易に処置を行うことができる内視鏡用処置具を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明は以下の手段を提供する。
　請求項１に係る発明は、基端部に入口開口部を有する管状のシースと、先端部に処置部
が設けられた長尺状の処置具本体とを備え、前記入口開口部を介して前記シースに前記処
置具本体が進退可能に挿通され、前記処置具本体を進退操作することにより、前記処置部
が前記シースの先端から出没するように構成される内視鏡用処置具において、鉗子栓が設
けられた内視鏡に取付可能であり、前記入口開口部と前記鉗子栓とが略同一直線上で互い
に対向して配置されるように前記シースを保持する取付部を備えることを特徴とする。
【００１０】
　この発明に係る内視鏡用処置具においては、取付部を介して内視鏡にシースを取り付け
ると、入口開口部と内視鏡の鉗子栓とが略同一直線上で互いに対向して配置される。その
ため、この状態からシースの先端を鉗子栓に挿入すると、その鉗子栓の近傍のシースと入
口開口部に挿入される処置具本体とが、送り込み方向（進行する方向）が互いに逆向きに
されて略同一直線上に配される。そこで、これら略同一直線上に配されたシースと処置具
本体とをつかんで、処置具本体の送り込み方向に一緒に動かすことにより、シースの引っ
張りと処置具本体の送り込みとが同時になされる。そのため、シースの引っ張り移動量と
処置具本体の送り込み移動量とが同等になり、処置部を所定の位置に残したまま、シース
のみが退行する。
　これにより、術者一人の作業のみによって、先端部の置かれた位置で処置部を容易に拡
開させることができる。
【００１１】
　請求項２に係る発明は、請求項１に記載の内視鏡用処置具において、前記取付部が、前
記内視鏡に着脱可能に取り付けられる取付アダプタと、前記シースに設けられて、前記シ
ースを前記取付アダプタに着脱可能に取り付けるための取付部材とを備えることを特徴と
する。
【００１２】
　この発明に係る内視鏡用処置具においては、シースが取付部材と取付アダプタとを介し
て、内視鏡に着脱可能に取り付けられる。このとき、シースは、取付アダプタに着脱可能
に取り付けられた状態となる。
　これにより、シースを内視鏡に確実に取り付けることができるだけでなく、取付アダプ
タを新たに用意することにより、専用のシースや内視鏡に変更することなく、既存の装置
だけで、上記効果を奏することができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、術者一人の作業のみによって、先端部の置かれた位置で処置部を拡開
させることができることから、術者と介助者とが共同作業をしなくても、処置する位置の
先方が細くなっている等の体腔内の種々の状況に応じて処置具を適正に作動させることが
でき、迅速かつ容易に処置を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
（実施例１）
　以下、本発明の第１実施例における内視鏡用処置具について、図面を参照して説明する



(4) JP 4663345 B2 2011.4.6

10

20

30

40

50

。
　図１に示すように、本実施例における内視鏡用処置具１は、内視鏡２とともに使用して
患部を治療するものである。
　そこで、まず、内視鏡用処置具１とともに使用される内視鏡２について説明する。
　内視鏡２は、術者が手に持ち各種操作を行う内視鏡操作部５と、たとえば十二指腸等の
体腔内に挿入する内視鏡挿入部６とを主な構成要素としている。すなわち、内視鏡２は、
中空とした細長い内視鏡挿入部６の手元側となる一端に連結して、内視鏡操作部５が設け
られた構成とされる。
【００１５】
　さらに、内視鏡２は、用途に応じて図示しない光源装置、画像処理装置、モニター、入
力用キーボード、吸引ポンプ装置、送水瓶等の各種外部装置と適宜組み合わせることによ
り、内視鏡システムが構築される。上記の各種外部装置は、通常キャリア付きの棚に設置
される。なお、この様な外部装置のうち、光源装置及び画像処理装置は内視鏡操作部５と
ユニバーサルコード（図示省略）を介して連結される。
【００１６】
　内視鏡操作部５には、各種の処置操作を行うための操作レバー及び操作ボタン類（図示
省略）が設置されており、内視鏡操作部５の先端部には、内視鏡用処置具１を挿入するた
めの鉗子栓９が設けられている。鉗子栓９には、内視鏡用処置具１を挿入するための鉗子
栓開口部２１が形成されている。この鉗子栓開口部２１は、内視鏡用処置具１の挿通用通
路である管状のチャンネル１７に通じている。
　また内視鏡挿入部６は、基端部が内視鏡操作部５に連結され、可撓性を有する細長い可
撓管部１１と、この可撓管部１１の先端に設けられ、内視鏡挿入部６を湾曲させるための
湾曲部１２と、この湾曲部１２の先端に設けられた先端部１３とを備えている。
【００１７】
　先端部１３の外周面には、側面の一部が切り欠かれた凹陥状の切欠部２０が形成され、
この切欠部２０の一側面側にチャンネル出口開口部１６が形成されている。このチャンネ
ル出口開口部１６は、チャンネル１７を介して、鉗子栓開口部２１に連通した状態になっ
ている。また、チャンネル出口開口部１６の横には、図示しない観察光学系の対物レンズ
及び照明光学系の照明レンズが並んで配設されている。また、切欠部２０の後端壁面には
、上述した対物レンズ及び照明レンズの清掃を行うために、図示を省略した送気送水用の
ノズルが突設されている。
【００１８】
　なお、内視鏡操作部５に設けられた操作レバー及び操作ボタンの具体例としては、湾曲
部１２を上下・左右に動作させる湾曲操作レバーや、先端部１３の送気送水用ノズルに気
体または液体を選択的に噴出させる送気送水ボタン、さらに、チャンネル１７を通じて、
チャンネル出口開口部１６に選択的に吸引力を作用させ、体腔内の粘液等を回収する吸引
操作ボタン等がある。
【００１９】
　次に、本発明に係る内視鏡用処置具１について説明する。
　内視鏡用処置具１は、図３に示すように、管状に延びるシース部（シース）２４と、各
種処置を行うための処置具本体３７と、シース部２４を図１に示す内視鏡操作部５に取り
付けるための取付部３０とを備えている。
　シース部２４は、体腔内に挿入される可撓性シース２５と、この可撓性シース２５を支
持する基端支持部（基端部）２６とを備えており、これら可撓性シース２５と基端支持部
２６とが連結部２７を介して連結されて構成されている。
【００２０】
　基端支持部２６には、可撓性シース２５内に連通した送水コック３２が設けられており
、この送水コック３２には接続口部３３が設けられている。そして、接続口部３３に、不
図示のシリンジを接続することにより、送水コック３２を介して可撓性シース２５に送水
することができるようになっている。また、基端支持部２６の基端側には、入口開口部３
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６が形成されており、この入口開口部３６は可撓性シース２５に連通して構成されている
。さらに、基端支持部２６には、鉤状のフック部材４７が設けられている。
【００２１】
　また、前記処置具本体３７は、可撓性を有する操作ワイヤ４０と、硬質のパイプ４１と
を備えており、これら操作ワイヤ４０とパイプ４１とが同心状に連結されて構成されてい
る。
　操作ワイヤ４０の先端には、複数の弾性ワイヤからなるバスケット（処置部）４５が設
けられている。バスケット４５は、かご状に形成されており、操作ワイヤ４０の径方向に
、拡開および収縮するようになっている。そして、バスケット４５が拡開したときには、
内部に異物等が配され、その状態でバスケット４５が収縮したときには、その異物等が収
容支持されるようになっている。
【００２２】
　パイプ４１の基端には、ハンドル部４２が設けられており、ハンドル部４２を、操作ワ
イヤ４０およびパイプ４１の軸線を中心として回転させると、パイプ４１および操作ワイ
ヤ４０を介してバスケット４５が回転するようになっている。
　このような構成のもと、バスケット４５を収縮させて入口開口部３６から挿入すると、
操作ワイヤ４０およびパイプ４１がシース部２４に進退可能に支持されるようになってい
る。そして、パイプ４１またはハンドル部４２を把持して進退操作すると、可撓性シース
２５の先端（シースの先端）２５ａから、バスケット４５が出没するようになっている。
そして、バスケット４５を先端２５ａから突出させると、バスケット４５は拡開し、一方
、可撓性シース２５内に没入させるときには、バスケット４５は収縮するようになってい
る。
【００２３】
　また、取付部３０は、前記フック部材４７と、図１に示す内視鏡操作部５に着脱可能に
取り付けられる取付アダプタ４９とを備えている。
　取付アダプタ４９は、周壁の一部に切欠部５４が形成された断面Ｃ字状の取付本体部５
１を備えており、この取付本体部５１からアーム部５２が延ばされ、アーム部５２の先端
には、円筒状の円筒取付部５３が設けられている。そして、取付本体部５１と円筒取付部
５３とは、取付本体部５１の中心軸線Ｊと円筒取付部５３の中心軸線Ｋとが直交するよう
にして配置されている。また、中心軸線Ｊは、取付アダプタ４９を内視鏡操作部５に取り
付けた際に、鉗子栓開口部２１の開口方向と平行になるように配置されている。
【００２４】
　このような構成のもと、取付本体部５１を内視鏡操作部５に当接させながら、取付本体
部５１を押圧すると、取付本体部５１が、弾性変形して切欠部５４を介して内視鏡操作部
５に嵌合するようになっている。さらに、フック部材４７を円筒取付部５３に当接させな
がら、フック部材４７を押圧すると、フック部材４７が、弾性変形して円筒取付部５３に
嵌合するようになっている。これにより、シース部２４は、取付アダプタ４９に着脱可能
に取り付けられ、このように取り付けられた状態では、中心軸線Ｋを中心として回転可能
に支持されるようになっている。すなわち、取付アダプタ４９を介してシース部２４を内
視鏡操作部５に取り付けると、基端支持部２６は、図１に示すように鉗子栓開口部２１と
入口開口部３６とが略直交する向きに配される直交位置Ｌと、図２に示すように鉗子栓開
口部２１と入口開口部３６とが略同一直線上で互いに対向する対向位置Ｍとの間で、中心
軸線Ｋを中心として回転することができるようになっている。
【００２５】
　次に、このように構成された本実施例における内視鏡用処置具１の使用方法について、
上述のような胆石の回収処置に合わせて説明する。
　なお、本実施例においては、図１に示すように、胆管５９の途中位置に、その通路を塞
ぐ狭窄部６０が形成されており、狭窄部６０の手前近傍に胆石６１が詰まっているものと
する。
　まず、取付アダプタ４９を介してシース部２４を図１に示す内視鏡操作部５に取り付け
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る。そして、基端支持部２６を直交位置Ｌに配する。バスケット４５を可撓性シース２５
内に没した状態で、図１に示す鉗子栓開口部２１から先端２５ａを挿入する。そして、可
撓性シース２５を指で把持しながら内視鏡挿入部６の先端部１３に向けて送り込んでいく
。すると、可撓性シース２５がチャンネル１７内を進行する。そして、先端２５ａが先端
部１３内に配された地点で、送り込みを停止する。
【００２６】
　それから、内視鏡操作部５を把持して、内視鏡挿入部６を体腔内に挿入し、照明光を照
射して対物レンズを介して得られた観察画像を確認しながら、先端部１３を乳頭５６の近
傍に配する。そして、その位置で、鉗子栓開口部２１から延びる可撓性シース２５を指で
把持して送り込む。すると、可撓性シース２５の先端２５ａが、チャンネル出口開口部１
６から外方に突出する。さらに可撓性シース２５を送り込んで、その可撓性シース２５を
先端部１３から延ばしていく。そして、可撓性シース２５を胆管５９に挿入し、胆管５９
に沿って進行させていく。そして、先端２５ａが胆石６１を越えた所定の地点で、可撓性
シース２５の進行を停止させる。
【００２７】
　ここから、基端支持部２６を回転させて、図２に示す対向位置Ｍに配置する。すると、
鉗子栓開口部２１と入口開口部３６とが略同一直線上に対向するようになり、そのため、
鉗子栓開口部２１から外方に延びる可撓性シース２５と、入口開口部３６から外方に延び
るパイプ４１とが、送り込み方向を互いに逆向きにした状態で略同一直線上に配される。
そこで、これら略同一直線上に配された可撓性シース２５とパイプ４１とを共に指で把持
して、パイプ４１の送り込み方向Ｂに一緒に動かす。すると、パイプ４１は送り込み方向
Ｂに動かされていることから、可撓性シース２５に対して進行する。一方、可撓性シース
２５は、パイプ４１の送り込み方向Ｂ、すなわち可撓性シース２５の送り込み方向Ａと反
対方向に引っ張られ、パイプ４１に対して退行する。その結果、可撓性シース２５の引っ
張り移動量とパイプ４１の送り込み移動量とが同等になるため、操作ワイヤ４０とパイプ
４１とが内視鏡２内に停止したまま、可撓性シース２５のみが退行する。乳頭５６と内視
鏡２の先端開口部１６は術中は相対的に移動しないので、図４に示すように、先端２５ａ
の置かれていた位置で、バスケット４５が外方に現れて拡開する。
【００２８】
　そこで、図５に示すように、バスケット４５が胆石６１と一致する位置に配されるまで
、パイプ４１と共にバスケット４５を引き戻す。すると、胆石６１は、バスケット４５内
に配される。このとき、胆石６１がバスケット４５内に配されない場合には、バスケット
４５を、ハンドル部４２を介して回転させたり、前後に移動させたりして胆石６１がバス
ケット４５内に適正に収まるようにする。そして、バスケット４５内に収まると、可撓性
シース２５を停止させた状態で、パイプ４１を引っ張り、可撓性シース２５に対して、パ
イプ４１および操作ワイヤ４０を退行させると、バスケット４５と先端２５ａとによって
胆石６１を把持できる。ここから、従来と同様にして、可撓性シース２５を乳頭５６から
引き抜くことにより、胆石６１が胆管５９から排出される。
【００２９】
　以上より、本実施例における内視鏡用処置具１によれば、取付アダプタ４９を介してシ
ース部２４を内視鏡操作部５に取り付けて、基端支持部２６を対向位置Ｍに配すると、可
撓性シース２５とパイプ４１とが、送り込み方向を互いに逆向きにした状態で略同一直線
上に配されることから、これら略同一直線上に配された可撓性シース２５とパイプ４１と
を共に指で把持して一緒に動かすことができる。そのため、可撓性シース２５の引っ張り
移動量とパイプ４１の送り込み移動量とを同等にすることができ、先端２５ａの置かれた
位置で、バスケット４５を外方に現出させることができる。これにより、術者と介助者と
が共同作業をしなくても、術者一人の作業のみによって、体腔内の種々の状況に応じてバ
スケット４５を適正に作動させることができ、迅速かつ容易に処置を行うことができる。
【００３０】
　また、取付アダプタ４９によって、シース部２４を内視鏡操作部５に確実に取り付ける
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ことができるだけでなく、取付アダプタ４９を新たに用意することにより、専用のシース
や内視鏡に変更することなく、既存の装置だけで、上記効果を奏することができる。
　さらに、シース部２４は、フック部材４７および円筒取付部５３を介してアーム部５２
に回転可能に取り付けられているため、直交位置Ｌと対向位置Ｍとの間で、容易に往復移
動させることができ、各種処置をより一層容易に行うことができる。
【００３１】
　なお、本実施例においては、取付部３０が取付アダプタ４９を備えるとしたが、取付ア
ダプタ４９は設けなくてもよい。そのときには、基端支持部２６からアームを延ばし、こ
のアームの先端に、内視鏡操作部５に嵌合するフック部材４７を設けるようにすればよい
。
　また、処置部としてバスケット４５を設けるとしたが、これに限ることはなく、各種処
置に応じて適宜変更可能である。例えば、図６に示すように、体腔内の細胞を剥離等する
ためのブラシ６３を設けるようにしてもよい。
　さらに、先端２５ａを胆石６１の前方まで送り込んで、そこでバスケット４５を拡開さ
せるとしたが、これに限ることはなく、先端２５ａの進行方向に直交する方向に胆石６１
と隣り合う位置まで先端２５ａを送り込み、その位置でバスケット４５を拡開させてもよ
い。これにより、胆石６１の前方のスペースがさらに細くなっている場合であっても、胆
石６１の位置でバスケット４５を拡開させて収容することができる。
【００３２】
（実施例２）
　次に、本発明の第２の実施例について説明する。
　図７および図８は、本発明の第２の実施例を示したものである。
　図７および図８において、図１から図６に記載の構成要素と同一部分については同一符
号を付し、その説明を省略する。
　この実施例と上記第１の実施例とは基本的構成は同一であり、以下の点において異なる
ものとなっている。
【００３３】
　すなわち、本実施例における内視鏡用処置具１は、処置部として、図７に示すように、
弾性ワイヤをループ状に形成したスネア６５が操作ワイヤ４０の先端に設けられている。
また、基端支持部２６の基端側には、可撓性シース２５の軸線方向と直交する方向に板状
に延びる基盤部６７が設けられている。この基盤部６７の長さ方向の両端部には、指を挿
入するための挿入孔６８がそれぞれ形成されている。また、基盤部６７には、可撓性シー
ス２５に連通する入口開口部３６が形成され、この入口開口部３６には、操作ワイヤ４０
に同心状に連結され、棒状に延びるスライダ６９が進退可能に挿通されている。スライダ
６９の後端には、指を挿入するための挿入孔６８が形成されている。
【００３４】
　このような構成のもと、各挿入孔６８に指を挿入することにより、内視鏡用処置具１が
把持され、スライダ６９を軸線方向に進退させることにより、操作ワイヤ４０を介してス
ネア６５が可撓性シース２５の先端２５ａから出没するようになっている。そして、スネ
ア６５は、先端２５ａから突出すると、径方向に拡開するようになっている。
【００３５】
　さらに、図８に示すように、取付アダプタ４９を介してシース部２４を内視鏡操作部５
に取り付けて、基端支持部２６を対向位置Ｍに配すると、可撓性シース２５とスライダ６
９とが、送り込み方向を互いに逆向きにした状態で略同一直線上に配される。そのため、
これら略同一直線上に配された可撓性シース２５とスライダ６９とを共に指で把持して一
緒に動かすことができる。
　これにより、上記第１の実施例と同様の効果を奏することができる。
【００３６】
　なお、本実施例においては、処置部としてスネア６５を設けるとしたが、これに限るこ
とはなく、各種処置に応じて適宜変更可能である。例えば、図９に示すように、複数の弾
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を設けるようにしてもよい。
　なお、本発明の技術範囲は上記の第１および第２の実施例に限定されるものではなく、
本発明の趣旨を逸脱しない範囲において、種々の変更を加えることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明に係る内視鏡用処置具の第１の実施例を示しており、内視鏡とともに使用
して各種処置を行う様子を示す説明図である。
【図２】図１の基端支持部を対向位置に配し、可撓性シースとパイプとを同時に動かす様
子を示す説明図である。
【図３】図１の内視鏡用処置具を拡大して示す側面図である。
【図４】可撓性シースの先端からバスケットが突出した様子を示す説明図である。
【図５】バスケットが拡開し、その内部に胆石が配された様子を示す説明図である。
【図６】図１の内視鏡用処置具の変形例を示す側面図である。
【図７】本発明に係る内視鏡用処置具の第２の実施例を示す側面図である。
【図８】図７の基端支持部を対向位置に配し、可撓性シースとスライダとを同時に動かす
様子を示す説明図である。
【図９】図７の内視鏡用処置具の変形例を示す側面図である。
【図１０】従来の胆管に詰まった胆石を回収する処置を示す図であって、（ａ）は内視鏡
挿入部を乳頭の近傍に配した様子を示す説明図、（ｂ）は内視鏡挿入部の先端部から延び
るシースが、胆石を越えて配された様子を示す説明図、（ｃ）はシースの先端からバスケ
ットが突出して拡開した様子を示す説明図、（ｄ）はバスケットの中に胆石が収容された
様子を示す説明図である。
【符号の説明】
【００３８】
１　　内視鏡用処置具
２　　内視鏡
９　　鉗子栓
２４　シース部（シース）
２５ａ　先端（シースの先端）
２６　基端支持部（基端部）
３０　取付部
３６　入口開口部
３７　処置具本体
４５　バスケット（処置部）
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